
保険医休業保障制度、開業医共済休業保障制度に関する お問い合わせは青森県保険医協同組合まで。　電話 017-763-5820　FAX 017-763-5821
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1 休業につき 180 日、通算 500 日まで
持病があり服薬中または入院・手術歴のある方でも一定の条件下で契約可
入院は初日から、自宅療養は 5 日目からお支払
他の制度に加入されていても関係なく給付
法人契約が可能（掛金は損金扱いに）
契約者が個人事業主または勤務医の場合は、掛金は介護医療保険控除の対象

青森県保険医協同組合　　　 
 　〒 030-0823 青森市橋本 ３ − １５ −５
 　　　　　　　　　　　　（TEL）017−734−7212　
 　　　　　　　　　　　　（FAX）017−734−7214

 ◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！
 ◆クリニック、診療所でも病院価格を！！
　　　　をスローガンに今年度事業を進めています。
   3 月 1 日現在　組合員数　649 名　出資金  661 口

2025/3/5 第250号

aomori-hkk.jp/work/

ホームページを確認下さい。
当事業へのお問い合わせは
事務局 （増田 ・ 類地） まで。

金パラ価格の推移

GC キャストウェル
（12％ 30g）

販売価格

◆ 2 月 25 日現在の価格は、84,000 円です。
　価格は変動いたしますので、 事務局までお問い合わせ下さい。

GC キャストウェル（12％ 30g）　販売価格

        ◆土・日・祝日、
           医療機関の休診日でも
        ◆代診をおいても
        ◆有給休暇や病休扱いでも　
        全て給付対象です

（勤務医の先生は、勤務先から「休業証明書」を提出）
休業するときは保険部までご連絡ください
保険部直通☎︎ 017-763-5820 担当：類地まで

歯科用金パラジウム　価格変動歯科用金パラジウム　価格変動

ー 長 期 休 業 保 障 制 度 加 入 の 皆 様 へ ーー 長 期 休 業 保 障 制 度 加 入 の 皆 様 へ ー
※無事故返戻金について※無事故返戻金について

前年度分の返戻金を現在保険料の引き落とし指定口座へ前年度分の返戻金を現在保険料の引き落とし指定口座へ
3月31日にお振り込み予定としております。3月31日にお振り込み予定としております。

開業医休保　加入限度口数拡大のお知らせ　開業医休保　加入限度口数拡大のお知らせ　〜待望の保障額引き上げが実現〜〜待望の保障額引き上げが実現〜
　当組合で取り扱う「開業医共済休業保障制度」（略称： 開業医休保）（引受
共済団体：開業医共済協同組合）では、 組合員からの保障額引き上げの要望を
受け、2025 年 8 月 1 日より加入限度口数を最大で 10 口（※）に拡大します。
※ 2025 年 8 月１日現在の満年齢が 59 才までの方が対象
　既に増口予約をされた組合員には、3 月中旬頃より順次手続書類を送付いた
します。なお、新規申込受付は 4 月１日からとなります。
　本改定の詳細につきましては、開業医共済協同組合
のホームページ（https://www.kaigyouikumiai.or.jp/）
に掲載しておりますので、この機会に是非ご検討ください。

聞いてみようかな
加入しているか

【 おすすめする特長 】 

・2 月　3 日 84,500 円  ・2 月 17 日 85,600 円
・2 月 10 日 85,500 円  ・2 月 20 日 85,000 円
・2 月 12 日 86,500 円  ・2 月 25 日 84,000 円
・2 月 13 日 87,100 円  　（表示価格は税別価格です）

　組合員から、診療所閉院の際の手続きの手順や提出先等の問い合わせを
頂く機会が増え、事務局が各行政機関への閉院手続きを代行して行ってお
ります。
　主な関連書類提出先は保健所、厚生局、労働局の 3 か所となります。
　（生活保護指定関連は市役所、福祉事務所から厚生局に窓口が統一）
　通常であれば閉院時、協同組合脱退に伴って出資金を返金いたしますが、
閉院の手続き代行を依頼される場合、組合加入の際に出資された 1 万円
を代行費として活用させていただきます（出資金が 1 万円以上の場合は 1
万円のみ代行費、残額は返金）。
　代行する際の手順としては、最初に事務局が組合員へ閉院の時期や開業
時に提出した書類（X 線の設置届の内容）等を確認させて頂く為に連絡及
び訪問します。その後、各必要書類はホームページ等からダウンロードし
事務局が作成。完成後各書類は事務局がそれぞれの場所に提出し、最終的
に各提出先の収受印が押された書類がお手元に残るように対応します。

　組合員の先生、場合によっては奥様が保健所や厚生局に足を運ぶ必
要がないように、事務局が代行しますので閉院時ご要望下さい。
※他にも税務署等への届けもありますので顧問税理士や、労働局への
　雇用関連の書類にて顧問社労士にも確認をお願いします。また、医
　療法人の場合は、県の医療薬務課への確認も必要です。

閉院の際の届け出、代行作業承ります閉院の際の届け出、代行作業承ります　　（※出資金1万円を代行費とさせて頂きます）（※出資金1万円を代行費とさせて頂きます）

【 閉院時代行する各書類と届け先 】 

保健所
診療所廃止届 廃止後 10日以内
エックス線装置廃止届 廃止後 10日以内
麻薬施用者業務廃止届 廃止後 15日以内

厚生局
保険医療機関廃止届 遅滞なく
生活保護法指定医療機関廃止届 遅滞なく

労働局 労災保険指定医療機関辞退届 遅滞なく
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